
 

流 山 市 生 物 多 様 性 モ ニ タ リ ン グ 調 査 実 施 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 「 生 物 多 様 性 な が れ や ま 戦 略 」 に 基 づ い て

行 う 本 市 に よ る 流 山 市 生 物 多 様 性 モ ニ タ リ ン グ 調 査 （ 以 下 「 モ

ニ タ リ ン グ 調 査 」 と い う 。 ） の 実 施 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め

る 。  

（ 調 査 員 の 設 置 ）  

第 ２ 条  モ ニ タ リ ン グ 調 査 の 推 進 を 図 る た め 、 流 山 市 生 物 多 様 性

モ ニ タ リ ン グ 調 査 員 （ 以 下 「 調 査 員 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

（ 調 査 ）  

第 ３ 条  調 査 員 は 、 別 に 市 が 定 め る 流 山 市 生 物 多 様 性 モ ニ タ リ ン

グ 調 査 マ ニ ュ ア ル （ 以 下 「 調 査 マ ニ ュ ア ル 」 と い う 。 ） に 基 づ

き 、 必 要 な モ ニ タ リ ン グ 調 査 を 行 い 、 そ の 結 果 に つ い て 市 に 報

告 す る 。  

（ 講 習 会 の 受 講 ）  

第 ４ 条  調 査 員 は 、 モ ニ タ リ ン グ 調 査 の 実 施 に 必 要 な 知 識 ・ 情 報

を 得 る た め 事 前 に 市 が 実 施 す る モ ニ タ リ ン グ 調 査 講 習 会 の 受 講

に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 調 査 員 の 登 録 ）  

第 ５ 条  市 は 、 第 ３ 条 に 規 定 す る モ ニ タ リ ン グ 調 査 を 行 う た め 、

必 要 な 場 合 に 植 物 や 鳥 な ど に 興 味 ・ 関 心 を 持 つ 者 を 本 人 の 申 出

に よ り 調 査 員 と し て 調 査 員 名 簿 に 登 録 す る 。 た だ し 、 １ ８ 歳 未

満 の 者 の 登 録 は 、 親 権 者 の 同 意 書 の 提 出 及 び 市 と モ ニ タ リ ン グ

調 査 員 の 協 議 を 経 て 決 定 す る 。  

２  登 録 者 の 登 録 の 抹 消 は 、本 人 の 申 出 等 に よ り 行 う も の と す る 。 

３  調 査 員 は 流 山 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 流 山 市 条 例 第 ２

５ 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 号 の 暴 力 団 員 等 又 は 同 条 例 第 ９ 条 第 １ 項 の 暴

力 団 密 接 関 係 者 の い ず れ で も な い こ と と す る 。  

（ 定 数 ）  

第 ６ 条  調 査 員 の 人 数 は 、 概 ね ５ ０ 人 程 度 と す る 。  

（ 遵 守 事 項 ）  

 



 

第 ７ 条  調 査 員 は 、 こ の モ ニ タ リ ン グ 調 査 の 信 用 を 傷 つ け 、 又 は

不 名 誉 と な る よ う な 行 為 を し て は な ら な い 。  

（ 報 告 ）  

第 ８ 条  調 査 員 の 代 表 者 は 、 調 査 終 了 後 、 調 査 マ ニ ュ ア ル に 基 づ

き 調 査 記 録 及 び 入 力 シ ー ト を 市 に 提 出 す る も の と す る 。  

２  調 査 員 は 、 市 が 必 要 と 認 め た と き に は 、 随 時 、 調 査 内 容 に つ

い て 報 告 す る も の と す る 。  

（ 必 要 経 費 ）  

第 ９ 条  調 査 員 に は 、 予 算 の 範 囲 内 で 交 通 費 等 の 必 要 経 費 を 支 給

す る 。  

２  必 要 経 費 は 、 前 条 第 １ 項 の 調 査 報 告 書 の 提 出 後 、 別 記 に 定 め

る モ ニ タ リ ン グ 調 査 の 種 類 及 び 日 数 等 に 応 じ 支 給 す る 。  

３  必 要 経 費 は 、 適 正 に 各 調 査 員 の 指 定 口 座 へ の 振 込 み に よ り 支

給 す る 。  

（ 調 査 員 証 ）  

第 １ ０ 条  調 査 員 は 、 常 に 調 査 員 証 （ 第 １ 号 様 式 ） を 携 帯 し 、 モ

ニ タ リ ン グ 調 査 を 行 う 。  

（ 委 任 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 領 に 定 め る ほ か 、 モ ニ タ リ ン グ 調 査 の 実 施 に 必

要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

別 記 （ １ 号 様 式 ）  

 

流山市 

生物多様性モニタリング調査 

調 査 員 

氏名        

 

流山市 

生物多様性モニタリング調査 

 

調 

調査中
 

 

（ 別 記 ）        

必 要 経 費 算 出 方 法 に つ い て        

 

１  実 地 調 査 に 係 る 必 要 経 費 に つ い て  

調 査 員 の 経 費 算 出 の 根 拠 と し て 、 実 地 調 査 は １ 回 の 調 査 に つ き

半 日 程 度 （ ４ 時 間 ま で ） を 基 本 と し 、 調 査 時 間 に ７ ０ ０ 円 を 乗 じ

た 額 と す る 。  

※ 調 査 時 間 の 確 認 は 、 調 査 リ ー ダ ー か ら の 報 告 を 基 に 算 出 す る 。  

※ 各 調 査 員 に 振 込 口 座 記 入 様 式 を 提 出 し て も ら い 、 指 定 口 座 へ の

振 込 み に よ り 支 給 す る 。  

※ 報 償 費 は 税 額 が 控 除 さ れ る 。  

※ 報 告 書 の 提 出 は 年 ２ 回 （ ９ 月 末 、 ３ 月 末 ） で あ り 、 提 出 後 、 請

求 の 手 続 き を 行 う 。  

 

２  集 計 業 務 に 係 る 必 要 経 費 に つ い て  

集 計 員 の 経 費 算 出 の 根 拠 と し て 、 集 計 業 務 は １ 回 の 調 査 に つ き

半 日 程 度 （ ４ 時 間 ま で ） を 基 本 と し 、 集 計 時 間 に ７ ０ ０ 円 を 乗 じ

た 額 と す る 。  

※ 集 計 時 間 の 確 認 は 、 調 査 リ ー ダ ー か ら の 報 告 を 基 に 算 出 す る 。  

※ 各 集 計 員 に 振 込 口 座 記 入 様 式 を 提 出 し て も ら い 、 指 定 口 座 へ の

振 込 み に よ り 支 給 す る 。  



 

※ 報 償 費 は 税 額 が 控 除 さ れ る 。  

※ 報 告 書 の 提 出 は 年 ２ 回 （ ９ 月 末 、 ３ 月 末 ） で あ り 、 提 出 後 、 請

求 の 手 続 き を 行 う 。  


